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ただいま上程されました各議案の提案理由の説明に入ります前に、今回の補正予

算の概要について説明申し上げます。  

 

今回の補正予算は、一般会計において、国、県の補助決定に伴うものとして、外

国人などの観光客に対し、まちあるきの満足度や利便性の向上を図るため、文化施

設の無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備を行うアルカスＳＡＳＥＢＯ運営事業費

など３事業や、肉用牛生産及び酪農の収益力向上のための施設整備に対する支援を

行う畜産施設・機械等整備事業費など５，０４０万円を計上いたしております。  

また、７月に発生した台風５号による農業用施設災害復旧費５，６３４万円を計

上するとともに、本年１０月からの幼児教育・保育の無償化における副食費の徴収

免除の対象に合わせて、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園に

通園する年収３６０万円未満相当の世帯の子どもなどに対し助成を行う私立幼稚

園副食費助成事業費や、相浦西小学校大崎分校の屋内運動場床張替工事及び日野小

学校の校舎改築・長寿命化改修に係る小学校施設整備事業費など９，５８７万円を

計上した結果、合計で２億２６１万円を計上いたしております。  

 

それでは、各議案につきまして、提案理由を説明申し上げます。  

 

第１７４号議案  令和元年度佐世保市一般会計補正予算（第５号）  

今回の補正予算は、２億２６１万円でございまして、この結果、予算の総額は、

１，２６６億９，１０１万円と相成っております。  

総務費でございますが、総務管理費におきまして、アルカスＳＡＳＥＢＯ運営事

業費など３６１万円を計上いたしております。  

民生費でございますが、社会福祉費におきまして、公的介護施設整備補助事業費

２，１６２万円を計上し、児童福祉費におきまして、放課後児童健全育成事業費３，

９６０万円を計上いたしております。  

農林水産業費でございますが、畜産業費におきまして、畜産施設・機械等整備事

業費２，３８３万円を計上いたしております。  

教育費でございますが、教育総務費におきまして、私立幼稚園副食費助成事業費

６２０万円を計上するとともに、小学校費におきまして、小学校施設整備事業費３，

８００万円を計上し、社会教育費におきまして、島瀬美術センター管理運営事業費

１３５万円を計上いたしております。  

災害復旧費でございますが、農林水産施設災害復旧費におきまして、３９箇所分、

５，６３４万円を計上いたしております。  

公債費でございますが、公債費におきまして、都市開発資金貸付金に係る元金の

繰上償還１，２０６万円を計上いたしております。  
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これらの経費を賄う財源といたしまして、  

国庫支出金   ３，８４７万円  

県支出金    ８，３９７万円  

繰入金     １，２００万円  

諸収入     ２，４１２万円  

市債      ２，８２０万円  

繰越金など   １，５８５万円  

を計上いたしております。  

 

なお、債務負担行為及び地方債の補正につきましても、所定の様式によりご審議

願うものでございます。  

 

第１７５号議案  佐世保市特定個人情報の保護等に関する条例の一部改正の件  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するものでございます。  

 

第１７６号議案  佐世保市職員の分限の手続及び効果に関する条例等の一部を改正

する条例制定の件  

地方公務員法の一部改正に伴い、条文中の文言整理等を行うものでございます。  

 

第１７７号議案  佐世保市固定資産評価審査委員会条例の一部改正の件  

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、条文

中の引用条項を整理するものでございます。  

 

第１７８号議案  災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正の件  

災害弔慰金の支給等に関する法律及び同施行令の一部改正に伴い、条文中の引用

条項を整理するものでございます。  

 

第１７９号議案  佐世保市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部改正の件  

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、消防団員の欠格条

項から成年被後見人等を除外するとともに、条文中の文言整理を行うものでござい

ます。  

 

第１８０号議案  佐世保市手数料条例の一部を改正する条例制定の件  

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、複数の建築
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物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請に係る手数料の規

定を設けるとともに、長期優良住宅建築等計画などの認定申請のうち構造計算適合

性判定の対象となる建築物に係る手数料の規定を削除するものでございます。  

 

第１８１号議案  佐世保市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する

条例の一部改正の件  

建築基準法施行令の一部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するものでござい

ます。  

 

 

第１８２号議案  佐世保市立急病診療所運営委員会条例制定の件  

本市の附属機関として設置する佐世保市立急病診療所運営委員会の組織及び運

営に関する事項を定めるものでございます。  

 

第１８３号議案  佐世保市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例及び佐世保市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制

定の件  

建築基準法の一部改正による耐火建築物の要件緩和にかかわらず、建物の３階以

上に保育室等を設ける場合について、これまでと同様の規制を維持するものでござ

います。  

 

第１８４号議案  佐世保市企業立地促進条例の一部改正の件  

県の補助金の拡充に伴い、本市の高度人材確保奨励金を廃止するとともに、公的

な工業団地へ立地した製造業に対する土地等賃借奨励金の限度額を増額するもの

でございます。  

 

第１８５号議案  佐世保市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部改正の件  

地方公務員法の一部改正に伴い、条文中の文言整理を行うものでございます。  

 

第１８６号議案  佐世保市水道条例の一部改正の件  

水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定に更新制を導入し、手

数料の規定を設けるとともに、条文中の引用条項を整理するものでございます。  
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第１８７号議案  佐世保市総合計画基本構想策定の件  

本市の総合的かつ計画的な行政の運営を図ることを目的として、佐世保市総合計

画基本構想を策定するものでございます。  

 

第１８８号議案  工事請負契約（変更契約）締結の件  

平成３０年１２月定例会で議決をいただき契約を締結しております吉井地区公

民館等・福井洞窟ガイダンス施設（仮称）建設（建築）工事に関し、工事請負契約

書 に 定 め る イ ン フ レ ス ラ イド 条 項 に 基 づ き 、 原契 約 金 額 ４ 億 ３ ， ３５ １ 万 ２ ，

０００円を４億３，４５５万２，６００円に増額するものでございます。  

 

第１８９号議案  佐世保市有財産取得の件  

中央消防署春日出張所及び東消防署大崎出張所  に更新配備いたします高規格

救急自動車２台を  ６，１２７万円で購入するものでございます。  

 

 

第１６号報告  平成３０年度佐世保市水道事業会計継続費精算報告書報告の件  

地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により報告するものでございま

す。  

 

第１７号報告  建物明渡等請求訴訟の提起及び損害賠償の額の決定に係る市長専

決処分報告の件  

市営住宅使用料滞納者に対する建物明渡等請求訴訟の提起及び市道の管理瑕疵

等に係る損害賠償の額の決定について、地方自治法第１８０条の規定により専決処

分いたしましたので、報告するものでございます。  

 

以上、何とぞよろしく御審議のうえ、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 

 

引き続きまして、お許しをいただき、６月定例会から今日までの市政の重要事項

について報告申し上げます。  

【８月下旬豪雨の被害状況について】  

８月２７日からの大雨による本市での被害の状況につきまして、全容把握、取り

まとめには、まだ時間を要しますが、現時点で分かっております内容をご報告させ

ていただきます。  

２７日、火曜日の午前６時２６分に佐世保市に大雨警報が発表され、２８日、午

前５時５０分には今年２度目となります大雨特別警報が発表されました。  

３０日午前８時４８分に警報が解除されるまでの江迎地区における連続雨量は
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６４９ミリ、最大２４時間雨量は４３５ミリ、最大６０分雨量は１１７ミリが観測

されており、昨年７月の豪雨時の降雨量を上回っております。  

江迎川、早岐川は氾濫危険水位を超え、一部で越水が発生しており、特に江迎川

では、車両が流されるといったことも起こっております。  

道路冠水やがけ崩れによる市道の通行止めは３０箇所以上にのぼり、鉄道、西九

州自動車道、市内の主要道路の通行止めにより市民生活に支障をきたしました。  

水道施設につきましては、鹿町の歌ヶ浦浄水場が冠水し、機能停止の状況となり、

県内他市町に支援を要請し、応援給水をいただきました。幸い翌日には復旧し、機

能回復いたしております。  

避 難 状 況 に つ き ま し て は 、 地 区 公 民 館 な ど ３ ８ 施 設 を 開 設 し 、 ２ ０ ３ 世 帯 、

４１２名の方が、市の指定避難所を利用されております。  

今回の豪雨に際して、本市では人命被害はありませんでしたが、災害ごみの処理

や市営住宅への仮入居など、被災された方々への支援をしっかりと行ってまいりま

す。また、武雄市をはじめ甚大な被害を受けられた自治体に対し、衷心よりお見舞

い申し上げますとともに本市において今後とも市民と一体となった防災行政に取

り組んでまいる所存でございます。  

 

【西九州させぼ広域都市圏における連携事業の取組みについて】  

本年４月からスタートいたしました「西九州させぼ広域都市圏」の本年度の取組

みについて、現在の状況をご報告いたします。  

まずは、自治体新電力会社による域内経済循環の事業として、８月１日に佐世保

市、パシフィックパワー株式会社及び株式会社親和銀行の共同出資により「株式会

社西九州させぼパワーズ」を設立いたしました。  

今後は、この西九州させぼパワーズが、連携事業の目的である電気料金等の「富」

の域外流出の抑制と、得られる利益相当分を用いて公益的な事業への還元を担って

まいります。  

広域的移住対策では、「させぼ移住サポートプラザ」を「西九州させぼ移住サポ

ートプラザ」へと拡充し、８月３日に開所式を執り行いました。  

併せて、広域圏で「特設移住サイト」を新たに開設し、それぞれの地域に興味が

ある方に登録をいただく「広域圏サポーター登録」も開始しております。  

他にも、地域横断的なデータの利活用の利便性向上を図るため、８月２３日に圏

域を形成する市町のオープンデータ提供サイトを開設いたしました。  

また、７月２６日から、教育センター夏季研修講座の中から３２講座を圏域の教

員の共有の講座として開催しました。  

これにより圏域の教員の研修機会が増加し、教員の資質向上を図ることができま

した。  
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さらには、１０月２６日から島瀬美術センターで開催予定の展覧会「広重展」に

おきまして、広域圏の中学生を無料とすることで、質の高い文化芸術に触れる機会

を提供したいと考えております。   

今後も、圏域の中心市として、圏域全体の都市機能や経済を牽引し、その効果を

確実に圏域へ波及させるとともに、圏域全体の魅力向上に努めてまいります。  

 

以上、市政の重要事項について報告申し上げましたが、今後とも、市政全般にわ

たり、議員皆様方からご意見、ご提案を賜りながら市政を推進してまいりたいと存

じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。  


